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�

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
二
号

青
森
県
ゴ
ル
フ
場
に
お
け
る
農
薬
の
適
正
使
用
等
に
関
す
る
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
ゴ
ル
フ
場
に
お
け
る
農
薬
の
適
正
使
用
等
に
関
す
る
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱

青
森
県
ゴ
ル
フ
場
に
お
け
る
農
薬
の
適
正
使
用
等
に
関
す
る
要
綱

(

平
成
二
年
九
月
青
森
県
告
示

第
五
百
五
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
中

｢

製
造
業
者｣

を

｢

製
造
者｣

に
、

｢

輸
入
業
者｣

を

｢

輸
入
者｣

に
、

｢

販
売
業
者｣

を

｢

販
売
者｣

に
改
め
る
。

第
五
第
一
号
中

｢

又
は｣

を

｢

若
し
く
は｣

に
改
め
、

｢

農
薬｣

の
下
に

｢

又
は
法
第
二
条
第
一

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
定
農
薬｣

を
加
え
る
。

第
六
第
一
号
中

｢

第
十
二
条
の
四
第
一
項｣

を

｢

第
十
二
条
の
二
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
十
を
削
る
。

第
十
一
中

｢

第
十
の
規
定
に
よ
り
防
除
業
者
に｣

を
削
り
、

｢

当
該
防
除
業
者｣

を

｢

当
該
委
託

先｣

に
改
め
、
第
十
一
を
第
十
と
し
、
第
十
二
を
第
十
一
と
し
、
第
十
三
を
第
十
二
と
し
、
第
十
四

を
第
十
三
と
し
、
第
十
五
を
第
十
四
と
し
、
第
十
六
を
第
十
五
と
し
、
第
十
七
を
第
十
六
と
し
、
第

十
八
を
第
十
七
と
し
、
第
十
九
を
第
十
八
と
し
、
第
二
十
を
第
十
九
と
し
、
第
二
十
一
を
第
二
十
と

す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

(

第
十
四
関
係)

ゴ
ル
フ
場
の
排
水
口
に
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排
出
水
の
指
針
値
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農

薬

名

指

針

値

(

単
位
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム)

(

殺
虫
剤)

ア
セ
タ
ミ
プ
リ
ド

ア
セ
フ
ェ
ー
ト

イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン

イ
ミ
ダ
ク
ロ
プ
リ
ド

エ
ト
フ
ェ
ン
プ
ロ
ッ
ク
ス

ク
ロ
チ
ア
ニ
ジ
ン

ク
ロ
ル
ピ
リ
ホ
ス

ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン

チ
ア
メ
ト
キ
サ
ム

チ
オ
ジ
カ
ル
ブ

テ
ブ
フ
ェ
ノ
ジ
ド

ト
リ
ク
ロ
ル
ホ
ン

(

Ｄ
Ｅ
Ｐ)

ピ
リ
ダ
フ
ェ
ン
チ
オ
ン

フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン

(
Ｍ
Ｅ
Ｐ)

ペ
ル
メ
ト
リ
ン

一
・
八

〇
・
〇
六
三

〇
・
〇
八

一
・
五

〇
・
八
二

二
・
五

〇
・
〇
二

〇
・
〇
五

〇
・
四
七

〇
・
八

〇
・
四
二

〇
・
〇
五

〇
・
〇
二

〇
・
〇
三

一
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�
�
�
�
�

�
�
�
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( )

附

則

こ
の
要
綱
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
一
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ベ
ン
ス
ル
タ
ッ
プ

(

殺
菌
剤)

ア
ゾ
キ
シ
ス
ト
ロ
ビ
ン

イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン

イ
プ
ロ
ジ
オ
ン

イ
ミ
ノ
ク
タ
ジ
ン
ア
ル
ベ
シ
ル
酸
塩
及
び
イ

ミ
ノ
ク
タ
ジ
ン
酢
酸
塩

エ
ト
リ
ジ
ア
ゾ
ー
ル

(
エ
ク
ロ
メ
ゾ
ー
ル)

オ
キ
シ
ン
銅

(

有
機
銅)

キ
ャ
プ
タ
ン

ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル

(

Ｔ
Ｐ
Ｎ)

ク
ロ
ロ
ネ
ブ

ジ
フ
ェ
ノ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

シ
プ
ロ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

シ
メ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

チ
ウ
ラ
ム

(

チ
ラ
ム)

チ
オ
フ
ァ
ネ
ー
ト
メ
チ
ル

チ
フ
ル
ザ
ミ
ド

テ
ト
ラ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

テ
ブ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

ト
リ
フ
ル
ミ
ゾ
ー
ル

ト
ル
ク
ロ
ホ
ス
メ
チ
ル

バ
リ
ダ
マ
イ
シ
ン

ヒ
ド
ロ
キ
シ
イ
ソ
キ
サ
ゾ
ー
ル

(

ヒ
メ
キ
サ

ゾ
ー
ル)

フ
ル
ト
ラ
ニ
ル

プ
ロ
ピ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

ベ
ノ
ミ
ル

ペ
ン
シ
ク
ロ
ン

ボ
ス
カ
リ
ド

ホ
セ
チ
ル

ポ
リ
カ
ー
バ
メ
ー
ト

メ
タ
ラ
キ
シ
ル
及
び
メ
タ
ラ
キ
シ
ル
Ｍ

〇
・
九

四
・
七

二
・
六

三〇
・
〇
六

(

イ
ミ
ノ
ク
タ
ジ
ン
と
し
て)

〇
・
〇
四

〇
・
四

三〇
・
四

〇
・
五

〇
・
三

〇
・
三

〇
・
二
二

〇
・
二

三〇
・
五

〇
・
一

〇
・
七
七

〇
・
五

二一
二

一二
・
三

〇
・
五

〇
・
二

一
・
四

一
・
一

二
三

〇
・
三

〇
・
五
八

(

メ
タ
ラ
キ
シ
ル
と
し
て)

メ
プ
ロ
ニ
ル

(

除
草
剤)

ア
シ
ュ
ラ
ム

エ
ト
キ
シ
ス
ル
フ
ロ
ン

オ
キ
サ
ジ
ア
ル
ギ
ル

オ
キ
サ
ジ
ク
ロ
メ
ホ
ン

カ
フ
ェ
ン
ス
ト
ロ
ー
ル

シ
ク
ロ
ス
ル
フ
ァ
ム
ロ
ン

ジ
チ
オ
ピ
ル

シ
デ
ュ
ロ
ン

シ
マ
ジ
ン

(

Ｃ
Ａ
Ｔ)

テ
ル
ブ
カ
ル
ブ

(

Ｍ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
Ｃ)

ト
リ
ク
ロ
ピ
ル

ナ
プ
ロ
パ
ミ
ド

ハ
ロ
ス
ル
フ
ロ
ン
メ
チ
ル

ピ
リ
ブ
チ
カ
ル
ブ

ブ
タ
ミ
ホ
ス

フ
ラ
ザ
ス
ル
フ
ロ
ン

プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド

ベ
ン
ス
リ
ド

(

Ｓ
Ａ
Ｐ)

ペ
ン
デ
ィ
メ
タ
リ
ン

ベ
ン
フ
ル
ラ
リ
ン

(

ベ
ス
ロ
ジ
ン)

メ
コ
プ
ロ
ッ
プ
カ
リ
ウ
ム
塩

(

Ｍ
Ｃ
Ｐ
Ｐ
カ

リ
ウ
ム
塩)

、
メ
コ
プ
ロ
ッ
プ
ジ
メ
チ
ル
ア

ミ
ン
塩(

Ｍ
Ｃ
Ｐ
Ｐ
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
塩)

、

メ
コ
プ
ロ
ッ
プ
Ｐ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン
塩

及
び
メ
コ
プ
ロ
ッ
プ
Ｐ
カ
リ
ウ
ム
塩

Ｍ
Ｃ
Ｐ
Ａ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン
塩
及
び
Ｍ

Ｃ
Ｐ
Ａ
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩

(

植
物
成
長
調
整
剤)

ト
リ
ネ
キ
サ
パ
ッ
ク
エ
チ
ル

一二一〇
・
二

〇
・
二
四

〇
・
〇
七

〇
・
八

〇
・
〇
九
五

三〇
・
〇
三

〇
・
二

〇
・
〇
六

〇
・
三

二
・
六

〇
・
二
三

〇
・
二

〇
・
三

〇
・
五

一一〇
・
八

〇
・
四
七

(

メ
コ
プ
ロ
ッ
プ
と
し
て)

〇
・
〇
五

(

Ｍ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
し
て)

〇
・
一
五



( )

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
拓
心
会

五
所
川
原
市
大
字

水
野
尾
字
縣
樋
二

二
二
の
三

共
同
生
活

介
護

メ
ゾ
ネ
ッ
ト

・
コ
パ
ン

五
所
川
原
市
字
布

屋
町
九
の
三

平
成

��

･

��･

�

特
定
非
営
利

活
動
法
人
介

護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
八
甲

青
森
市
大
字
三
内

字
沢
部
二
一
九
の

二
二

居
宅
介
護

・
重
度
訪

問
介
護

特
定
非
営
利

活
動
法
人
介

護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
八
甲

青
森
市
大
字
三
内

字
沢
部
二
一
九
の

二
二

〃

２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

道
路
の

種

類

桑
野
木
田
南

広
森
線

鰺
ケ
沢
蟹
田

線 路
線
名

つ
が
る
市
森
田
町
下
相
野
野
田
二
七
四
か
ら

つ
が
る
市
木
造
柴
田
弥
生
田
八
〇
の
一
ま
で

つ
が
る
市
木
造
柴
田
金
森
一
〇
九
の
一
か
ら

つ
が
る
市
木
造
柴
田
弥
生
田
五
の
四
ま
で

つ
が
る
市
木
造
菰
槌
三
好
野
一
一
五
の
一
九
か
ら

つ
が
る
市
木
造
大
湯
町
清
水
八
八
の
一
二
ま
で

つ
が
る
市
木
造
菰
槌
三
好
野
一
一
五
の
一
九
か
ら

つ
が
る
市
木
造
大
湯
町
清
水
八
八
の
一
〇
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 前 後 前 前
変
更
の

前
後
別

九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
、
一
九
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
一
九
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

九
九
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

二
、
六
七
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
、
六
七
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
、
四
一
八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
西

津
軽
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
八
日

西
北
地
域
県
民
局
長

小

野

�

昭
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

増
田

教
正

福
島

弘
芳

佐
藤

昭
三

成
田

清
繁

藤
田

隆
一

葛
西

一
郎

秋
田
谷
要
藏

坂
本

久
夫

工
藤

眞

長
谷
川
孝
悦

木
村

博
昭

盛

貢

古
坂

英

中
野

�
司

福
島

弘
芳

佐
藤

昭
三

増
田

教
正

つ
が
る
市
木
造
藤
岡
三
〇
の
七
九

〃

〃

林
阿
曽
沼
四
六

〃

森
田
町
大
館
千
歳
一
二
三
の
一

〃

稲
垣
町
沼
崎
泉
水
五
九
の
一
九

〃

〃

豊
川
藤
見
山
二
〇

〃

木
造
豊
田
網
代
四
一
の
一

〃

下
車
力
町
盛
野
二
九

〃

木
造
吹
原
若
草
二
一

〃

〃

丸
山
竹
鼻
二
〇

〃

〃

下
福
原
中
吉
谷
八
六
の
一

〃

〃

兼
館
白
銀
二
八
の
一

〃

〃

福
原
妻
元
七
三
の
二

〃

柏
上
古
川
花
森
三
九

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
妙
堂
崎
字
米
元
一
一
四

つ
が
る
市
木
造
林
阿
曽
沼
四
六

〃

森
田
町
大
館
千
歳
一
二
三
の
一

〃

木
造
藤
岡
三
〇
の
七
九

平
成

��･

��･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

��･

��退
任

〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

成
田

清
繁

藤
田

隆
一

葛
西

一
郎

傳
法
谷
謙
一

秋
田
谷
要
藏

中
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